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政治を動かす・未来を動かす

世界中の人々が「法の支配」を口にし、司法の役
割と機能の充実に大きな期待を寄せるものの、司法
制度の現実の在り方をめぐって、また、具体的な法
改正をめぐって、さまざまな意見の違いがあり、鋭
い利害の対立もあります。

そんな中で、立法、行政と司法の関係について
も、さまざまな議論が展開される時代状況にありま
す。

国民各層の権利義務に深くかかわる弁護士の組織
である日弁連は、司法制度、法曹養成制度について
の提言をしつつ、個々の法律についても研究し具体
的な意見を述べていくわけですが、課題山積の中で
大変なご苦労をされた村越執行部の後を受けて新執
行部が発足しました。

力強く、国民に頼りにされる司法を作るために、
とりわけ、これまで十分な改革がなされてこなかっ
た民事司法を改革するために、強い意欲を持って就
任された中本会長が牽引する日弁連は、多くの課題
を解決すべく、エネルギッシュな活動を展開される
ものと思います。
「理念を忘れず」、しかし、「現実を見据えて」しっ

かりと市民目線に立った取組を強め、成果を上げら
れるよう期待し、弁政連としても支援していきたい
と思います。

各地での支部の設置も進んできており、また、全
国の各支部が、それぞれの創意工夫の中で活動を活
発化させようとしております。

国会議員の皆様、地方議会議員の皆様との意見交
換も活発になっています。一層のご支援ご協力を賜
りたくよろしくお願い申し上げます。

２ 月 ５ 日に実施された日弁連会長選挙において、
過去最多となる １ 万２303票の票を得て、当選するこ
とができました。これによって、会員の皆様から山
岸元執行部、村越前執行部の基本政策が間違ってい
なかったことが改めて確認され、これまでの取組を
さらに進めていくことの了承が得られたものと理解
しています。

日弁連は、これまで 「法の支配を社会の隅々まで」
さらには「利用しやすく頼りがいのある司法」を目
標に掲げ、法科大学院の創設、法テラスの開設、刑
事裁判における裁判員制度の導入等、司法改革の諸
課題に取り組んでまいりました。しかし、民事司法の
分野では、十分な改革が進んでいません。弁護士人
口が急増したにもかかわらず、弁護士の活動領域も業
務量も、それに応えるほどの拡大には至っていません。

私は、この選挙において、民事司法の改革課題を
実現することが急務であり、この実現によって弁護
士の活動基盤を強固なものにし、平和と人権を守る
取組や民事・刑事の司法改革、法曹養成制度改革
等、日弁連の課題に積極的に取り組んで「希望と活
力にあふれ、信頼される司法」を創りたいと主張して
きました。これらの実現には、司法予算の確保や、
法律の改正が必要であり、政府や国会議員・政党の
先生方のご理解とご協力が必須です。

弁政連には、日弁連の政策を立法等を通じて政治
的に実現するための活動をしていただいており、そ
の役割は、一層重要なものとなっています。弁政連
がより強力な組織になり、日弁連との連携をより一
層緊密にして、日弁連の課題の実現に向けて力強く
取り組んでいただくことを期待しています。

民事司法改革への
取組に期待する

日弁連の課題の
実現に向けて

日本弁護士政治連盟
理事長　山岸　憲司

日本弁護士連合会
会長　中本　和洋
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はじめに
【斎藤】　本日は少年法の
成人年齢引き下げがもた
らすものというテーマで
座談会をさせていただき
ます。選挙権年齢を満１８
歳としたことを踏まえ
て、少年法についても２0
歳から１８歳に引き下げる
という動きが出ていま
す。この問題については
２0１５年 ２ 月に日弁連が反対の意見書を発表し、以来
全国５２の全弁護士会と ８ つの全弁護士会連合会が反
対声明を出しています。また、同年 ８ 月刑事法研究
者１１２名が連名で引き下げ反対の声明を発表してい
ます。しかし、同年 9 月自民党政務調査会が「少年
法の成人年齢を１８歳に引き下げるのが適当である」
との提言をまとめました。そこで研究者声明の中心
である葛野一橋大学院教授、元家庭裁判所裁判官の
横山弁護士、小田原少年院元院長の八田さん、少年
事件に取り組んでいる杉浦弁護士をお招きして、少
年法の成人年齢引き下げがもたらす具体的弊害と再
犯防止のために現場が求めていることを整理したい
と思います。それではご出席の方々の自己紹介から
お願いします。

【葛野】　一橋大学の葛野と申します。私は大学で刑
事訴訟法と少年法の研究・教育に携わっておりま
す。２0１５年の ８ 月に年齢引き下げに反対する研究者
の声明をまとめるのに協力いたしました。

【杉浦】　私は弁護士で、少年非行に関わりたいと
思って弁護士になりました。少年非行に関わってい
る間に少年犯罪の被害者にも関わるようになりまし
た。２000年以降少年法の改正が続いているなかで、

非行少年が立ち直るということ、あるいは自分が将
来の夢を語ることがなかなかしづらいという風潮が
出てきています。自ら更生するという気持ちがなけ
れば少年たちは変わっていけない、社会も再非行が
防止できない、結局被害者も救われないと強く思っ
ています。

【八田】　私は、少年鑑別所と少年院に3４年間勤務し
ました。退職後は家庭裁判所調停委員、大学非常勤
講師、少年院出院者の支援や刑務所篤志面接員とし
て受刑者の面接をしております。

【横山】　大阪で弁護士をしています。弁護士になる
前は１9年間裁判官をしていました。少年事件がやり
たくて裁判官になって、丸 ６ 年家裁裁判官を経験し
ています。裁判官時代は少年院に送った少年と手紙
のやり取りをしたり、面会に行って成長を見守ると
いう事もやっていました。

少年法の目的と成人年齢を２０歳に引き上げた理由
【斎藤】　本題に入りますが、まず葛野さん、少年法
の理念、目的についてお話し下さい。

【葛野】　少年法 １ 条は、少年法の目的が非行をした
少年の健全な育成にあると明記しています。
　人間社会は、犯罪に対して懲らしめ、見せしめ、
つまり応報と抑止を目的とする刑罰を科すという法
制度を、何千年も前から持っていました。しかし、
少年が犯罪をした場合には、むしろ犯罪を契機とし
てその少年の抱えている性格や環境の問題を解明し
てその少年が立ち直るために必要な教育を施そう、
その上で社会の一員として社会に戻していこうとい
う理念に立った少年法を作りました。
　世界的に見ても、少年法の歴史はほんの百数十年
です。日本でも１9１0年頃から少年法を作ろうという
動きが始まり、最初の少年法は１9２２年に作られまし

葛野 尋之 氏
一橋大学大学院教授

杉浦 ひとみ 氏
弁護士

東京弁護士会会員

八田 次郎 氏
元少年院長

横山 巌 氏
元家裁裁判官・弁護士

大阪弁護士会会員

少年法の成人年齢引き下げが
もたらすもの

司　会　斎藤 義房　本部副理事長兼広報委員長

弁政連ニュース_44号.indd   2 2016/03/17   9:54:25



3
benseiren  news　No.44　平成28年(2016年) 4 月

た。この旧少年法では１８歳未満が少年とされまし
た。これに対して日本国憲法の制定に伴い、１9４８年
に全面改正されたのが現行少年法です。現行少年法
は少年法の成人年齢を２0歳未満に引き上げました。

【斎藤】　１9４８年に成人年齢を２0歳まで引き上げたの
は何故ですか。

【葛野】　１9４８年当時、１８歳、１9歳の凶悪犯罪はとて
も深刻な状況にあったのですが、２0歳くらいまでの
者は心身の発育が充分ではなくて環境や外部的環境
の影響を受けやすいから、その犯罪も深い悪性に根
ざしたものではない。そこで刑罰ではなく保護処分
による教育で更生をはかるのが適切だ。その方が将
来の再犯を減らして日本の社会の安全と安定に寄与
するという説明が、国会でなされました。

家裁がすべての少年事件を取り扱う理由
【斎藤】　成人年齢のほかに、戦前の旧少年法と現行
少年法が違う点はどこですか。

【葛野】　旧少年法では、重罪の少年や１６歳以上の少
年については検察官が刑事裁判所に起訴するか、起
訴猶予にするかを判断し、起訴猶予にした場合に、
事件を少年審判所に送致するという制度でした。検
察官が刑事処分か保護処分かを選別していたわけで
す。これを検察官先議制度といいます。現行少年法
は、検察官先議を廃止しました。

【斎藤】　現行少年法が旧少年法の検察官先議を廃止
して、少年事件の全てを家庭裁判所に送致すること
にしたのは何故でしょうか。

【葛野】　検察官は治安維持という観点から犯罪の捜
査、訴追に関わるのが主な役割です。戦後刑事訴訟
法が全面改正されて、戦前のような準司法機関とし
ての検察官の地位は否定されました。健全育成とい
う観点から一人一人の少年の抱える問題に応じた個
別的処遇を決定するのは、科学的な調査機構を備え
ており、司法機関として中立、公正な立場から判断
することのできる家庭裁判所が相応しいと考えたわ
けです。このことは、人権の制限を伴う処分の決定
と、その前提となる非行事実の認定は司法機関たる
家庭裁判所に行わせるという現行少年法の最大の改
正ポイントに通じるものと考えられます。

少年法の年齢引き下げに賛成する人が多いが
【斎藤】　世論調査の結果を見ますと少年法の年齢引
き下げに賛成する人がかなりいます。その多くが少
年事件の増加、凶悪化という事を理由にあげている
ようですが、八田さん、この点についてのご意見を
お願いします。

【八田】　少年非行は近年１１年連続で減少しており、
少年人口比でも６１. １％も減少しています。少年の重
大・凶悪事件も、１9６１年のピーク時に比べると
８9. ２％（人口比でも８3. １％）も減っています。とこ
ろが、私の周りにいる方々に尋ねても、少年事件は
増加・凶悪化しているから、年齢引き下げに賛成と
いう方が多いです。その最たるものが、２0１５年 ７ 月
の内閣府世論調査の結果です。「 ５ 年前と比較し、
少年による重大な事件が増えていると思いますか、

減っていると思いますか」の問いに７８．６％の人が「増
えている」と答えています。非行の統計とは真逆に
なっています。これは、川崎事件のような重大な少
年事件が起こると、メディアが競って被害者の事情
を報道しますから、それに影響されるのではないで
しょうか。ですから、世論といっても少年非行の実
態も知らず、ましてや少年法の手続きも知らずに、
思い込みで意見を述べていると思います。
　議論の前提として、何よりも客観的な事実を知っ
ていただきたいと思います。

年齢を統一する必要はあるのか
【斎藤】　自民党政務調査会の提言を見ますと、選挙
権年齢を１８歳にし、民法の成年年齢も１８歳になるの
であれば全ての法律において成年となる年齢を１８歳
に統一するのが国の法体系として望ましくわかりや
すいという議論がされていますが、この点について
のご意見お願いします。

【杉浦】　少年法の目的、子どもを更生させること、
将来の再犯を減らすこと、日本社会を安定させるこ
と、そこから考えた場合に、「わかりやすさ」とい
うのはどういう趣旨なのか全く理解できません。
　少年自身の立ち直りという事を考えた場合に、少
年の実像を見ると少子高齢化の影響で中卒、高卒で
働く子が少なくなってきています。客観的に「子ど
も期＝未成熟な時期」が長くなってきている。一方
で環境としても格差が大きくなってきて、格差を是
認するような社会がある。こうなった時に１８、１9歳
で今まで比較的恵まれない環境から外に出てしまっ
た子どもたちが不安定な生活を送る中で何らかの失
敗をしてしまった。この時に今までの保護・教育と
いう観点で少年法での手厚い救済をしなければいけ
ないという要請がスッポリ抜け落ちてしまってい
る。一方被害者という観点から考えた場合にも、よ
く私が被害者の方から聞かされたのは「親の育て方
が悪いんじゃないか」という言葉です。あるいは被
害者の方が、自分の子どもを殺めた少年に継続して
会いながら育て直してる事例も見ています。つまり
非行少年の育て直しをして、少年がわかるように指
導するということが被害者の方の立場からも要請さ
れている。
　「セカンドチャンス！」という元非行少年が非行
少年の立ち直りを支援する活動に関与していますけ
ど、１８、１9歳のときに少年院で教官に指導されて立
ち直った、１８、１9歳になってあるいは試験観察の中
で救済されたという子どもたちの声をたくさん聞い
ています。現行法で子ど
もたちを救う力になって
いるものが外されてしま
い、大人と同じように軽
い犯罪ということで放り
出されてしまう、あるい
は刑事罰を科せられると
いう形になっていったと
したら、今の子どもたち
の力は生まれなかったの
ではないか。１８、１9歳は、

弁政連ニュース_44号.indd   3 2016/03/22   10:09:53



4
benseiren  news　No.44　平成28年(2016年) 4 月

ちょうど自分の人生を振り返り、今後を考えること
のできる非常に貴重な年齢だと思っています。こう
いう大きな要請を実現できる現行少年法を、「わか
りやすさ」という形式で改定するという議論そのも
のが、おかしな発想だと思っています。

【葛野】　旧少年法時代には少年法の適用年齢は１８歳
未満でしたが、民法の成年年齢は２0歳、また、１9２５
年の普通選挙法で選挙権を認められていたのは２５歳
以上の男子でした。法にはそれぞれ固有の目的があ
ります。適用年齢については、法それぞれの目的か
らみて適した年齢は何歳かという実質的な判断に
よって決めるべきだと思います。そのような実質的
検討抜きに年齢統一のためということで適用年齢を
決めると、それぞれの法の目的にそぐわない不都合
な結果を招くでしょう。

少年法の成人年齢が引き下げられたら
【斎藤】　少年法の成人年齢が引き下げられた場合に
生ずる弊害について話を進めたいと思います。横山
さん、成人年齢が引き下げられますと１８、１9歳の若
者が刑事事件手続で処置されることになると思うの
ですが、家庭裁判所の手続で処置される場合との具
体的な違いについてお話いただけますか。

【横山】　少年事件は全件が家庭裁判所に来ます。重
大事件や重大事件でなくても調査する必要がある場
合には観護措置という形で少年鑑別所に身体拘束さ
れて、その間科学的見地から資質等を調査します。
その上で審判を行いますけれど、この時には懇切丁
寧に少年自身に問題性の気付きを与えるような審判
をしていきます。最終的に処分を下す時にも、保護
観察、少年院送致と教育的な観点から決定し、場合
によっては環境調整までしていくことで子どもたち
に対して働きかけをしていくのが少年審判手続の大
きな特徴だと思います。
　少年法の成人年齢を１８歳にすると、１８、１9歳は刑
事手続で処分されるという事になってしまい、その
ような関わりがなくなってしまいます。そうなった
場合更生するきっかけを失ってしまうのではない
か、再犯防止を考えた上でもこのような関わりがな
くなってしまうのは社会にとっても大きなマイナス
ではないかと考えます。

【斎藤】　１８、１9歳の少年事件の 9 割以上が比較的軽
微な事件といわれています。こういう事件が刑事事
件手続に回されてしまうと一体どうなるでしょう。

【横山】　軽微な事件ですと、検察官が起訴する必要
もないと判断した場合には起訴猶予ということで何
ら更生に向けての関わりがないし、罰金になればた
だお金を払えば済んでしまうということになり、更
生させる為のきっかけができないということが非常
に大きな問題だと考えます。ちなみに、統計上起訴
猶予は約６５％、罰金は約30％で、あわせると 9 割以
上になります。

【斎藤】　１８、１9歳に限りませんけど、被害者が死亡
したような少年事件においては、現在の家庭裁判所
の処分の実状はどういうものでしょうか。

【横山】　そのような重大事件については、現在でも
大人と同じような刑事裁判手続で処分されていま

す。成人年齢を引き下げて１８、１9歳の子どもたちを
大人と同じように処分すべきというのは重大事件を
意識してのことだと思いますけれど、重大事件であ
れば、今の少年法の枠の中でも１８歳以上には死刑も
含めて大人と同じような形で処分されることもあり
ます。その意味で、少年法の成人年齢の引き下げ
は、軽微事件の少年にもたらす影響が大きいので
す。

【斎藤】　少年法の成人年齢が引き下げられた場合に
１８、１9歳は少年院に入る事はなく刑務所に収容され
る事になりますが、八田さん少年院と刑務所の具体
的な違いについてお話ください。

【八田】　まず、第 １ に施
設の目的が違います。刑
務所は刑罰を執行すると
ころで、懲役刑は拘置さ
れて作業を行います。少
年院は、家庭裁判所から
保護処分として送致され
た少年に対し、改善更生
と円滑な社会復帰を図る
ために矯正教育を行うと
ころです。第 ２ は、規模
の大きさです。それに伴い、人間関係の関わり方が
違ってきます。少年院では教官及び在院生同士の濃
密な人間関係のなかで処遇が行われます。 3 番目
は、刑務所の矯正処遇は、主に日中の作業ですが、
少年院の場合の矯正教育は生活指導や職業指導等、
日中のほか夜間も集会や学習など様々な教育活動を
します。少年院の教官は２４時間が教育だと言う人も
います。第 ４ は、指導のねらいの違いです。刑務所
は、薬物依存や暴力団離脱、性犯罪再犯防止指導等
をしますが、これは犯罪に焦点を当て、ピンポイン
トに働きかけるものです。少年院では同様の非行に
焦点を当てた指導のほか、自己肯定感や共感性を育
むなど、少年の成長発達を支援し、人間としての全
体的な成長を促します。
　だからといって、少年院は刑務所に比べて甘いわ
けではありません。刑務所では定められた時間、作
業をしますが、少年院では毎月、矯正教育の成績が
評価され、改善更生の度合いが厳しくチェックされ
ます。不十分であると出院が遅れることもあります
から、少年院の方が厳しいという人もいるのです。

【斎藤】　横山さん、少年法の保護処分と刑事法の処
分を比較した場合、どちらが再犯防止に効果がある
のでしょうか。

【横山】　先ほど少年事件の 9 割以上が軽微な事件と
いいましたけども、そういう事件も家庭裁判所へ送
致されます。最終的な処分としては審判を開始しな
い審判不開始、あるいは審判はしたけど保護処分を
付さない場合には不処分という形で終わりますが、
そこに至るまでに家庭裁判所では色々な教育的措置
を少年にしていきます。
　一例としてビデオ視聴。交通関係ではスピード違
反、脇見運転が如何に危険なのかについてビデオを
観てみんなで考えてもらう。薬物関係も同様です。
また、調査官から色々な働きかけがあり、窃盗であ
れば被害店舗の店長さんに来てもらって話をしても
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らう等もあります。清掃活動などのボランティア活
動もしています。家庭裁判所の友の会という会が
あって、年配の方と一緒にボランティア活動をす
る、あるいは親子で参加するという形です。最終的
に何も処分はしないけど気付きを与える機会が家庭
裁判所の措置では多く、再犯防止に資すると思いま
す。

【斎藤】　八田さん、少年院の処遇内容についてお話
し下さい。

【八田】　少年が少年院に送致されると家庭裁判所で
作成された少年調査記録と、鑑別所で作成された少
年簿（鑑別結果等）が少年院に送付されます。それ
に基づいて一人一人の特性にふさわしい個人別矯正
教育計画が策定されます。それは、「少年がどのよ
うな人で、なぜ非行をしたのか、どうすれば立ち直
れるか、再非行をしないで健全な社会人になれる
か」という観点から、計画書を作るのです。それを
見取図にしながら色々な教育をします。生活指導に
よって非行を見つめさせ、人間関係を学び、共感性
を培い、職業補導によって資格を取らせたり、中学
生には義務教育、それ以外の少年には通信制教育や
高校卒業資格認定を取らせる指導など、様々な領域
で働きかけています。
　特に被害者については、少年院が早くから取り組
んできました。「被害者の視点を取り入れた教育」
は、被害者の心痛や苦痛を理解させ、それに対して
自分はどうすべきか、謝罪や賠償、慰謝などを考え
させています。

【斎藤】　刑務所出所者と、少年院出院者の再犯率の
違いについて把握していますか。

【八田】　再犯の定義や比較は難しいですが、少年院
出院者の再収容が ５ 年以内で大体２0から２５％くらい
ですね。30歳未満の若年成人で刑事施設出所後の ５
年以内の再入率が大体3５〜４５％くらいで高いです。

【斎藤】　葛野さん、アメリカでは保護教育処分と刑
務所における処分を受けた場合の再犯率の違いにつ
いて調査をしていると聴いていますが、その結果を
お話ください。

【葛野】　アメリカでは１9７0年代の末から８0年代、90
年代、２000年に入ってしばらく極端な厳罰政策を
とってきました。そういう中で、年齢や生育環境、
犯罪の内容等、他の条件の影響を排除した上で刑事
処分の方が社会復帰や再犯防止に効果的か、それと
も保護処分の方が効果的かを厳密に測定する実証研
究が行われてきました。
　それによれば、やはり刑事処分を受けた場合の方
が再犯の可能性が高い、保護処分の方が低いという
結果が出ています。理由
としてあげられるのは、
保護処分の方が個人の抱
える問題に応じた個別的
で教育的な処遇を充実さ
せていること、刑罰に
よって長期間社会から隔
離されると、社会の中で
戻るべき場所や役割を見
つけることが難しくなる
こと、社会の側も刑罰を

受けた人をより強く排斥して受け入れない傾向があ
ることなどがあげられています。
　近年アメリカでは行き過ぎた厳罰主義を見直し
て、少年法の適用年齢をむしろ引き上げる、あるい
は少年に対する刑事処分の適用を抑制する傾向が顕
著にみられます。

【斎藤】　アメリカでは脳科学の進歩も少年法制に影
響を与えているとのことですね。

【葛野】　はい。２５歳頃までの人間の脳は成熟途上に
あり、まだ未成熟であって、そのために周囲の人や
環境の影響を受けやすい、また、衝動的な行動欲求
を充分制御できないという脳科学の知見が確立して
います。ここから、同じ行為、同じ結果であっても
少年には成人と同程度には刑事責任を問うことがで
きない、同程度の法的非難を向けることができない
という考えが承認され、厳罰主義からの脱却が進ん
でいます。１８歳未満の死刑や仮釈放のない終身刑を
憲法違反だと判断した合衆国最高裁の判決は、この
ような脳科学の知見を基礎にしています。

自民党政務調査会提言への懸念
【斎藤】　自民党政務調査会の提言を見ますと、
「１８、１9歳に対する少年法の保護処分が果たしてい
る機能は大きいものがあるので、この年齢層を含む
若年者のうち、要保護性が認められる者に対しては
保護処分に相当する処分の適用ができるような制度
のあり方を検討する」と記載されています。葛野さ
んのご意見をお聞かせください。

【葛野】　具体的な制度構想がまだ明らかでありませ
んし、特に保護処分に相当する措置というのがどう
いうものなのかわからないので考えにくいのです
が、適用年齢を１８歳未満に引き下げた後、１８、１9歳
の若年成人の処遇の選別・決定をどの機関が、どう
いう手続によって行うのかというのが問題になりま
す。仮に検察官が起訴する段階で刑事処分が相当
か、保護処分が相当かを選別するということになる
と、旧少年法の検察官先議と同じ構造になります。
保護処分的措置が相当だと判断するためには要保護
性を認定しなければなりませんが、そのためには科
学的調査が不可欠になります。もし検察官が犯罪事
実の実質的な ｢認定｣ を基礎にして、少年鑑別所な
り保護観察所なりの機関が科学的調査を行う。それ
を基に検察官が要保護性を認定して処遇選別を行う
という手続を作るのであれば、刑事手続の原理や原
則、検察官の基本的性格等と関連して非常に大きな
問題が生じます。
　第一の問題は、適正手続上の問題です。要保護性
の調査は現在家裁の調査官が行っていますが、少年
の性格や家庭環境、生育環境についての科学的な調
査は、必然的に少年や関係者のプライバシーに深く
踏み込むものになります。現在、家裁の社会調査
は、裁判官が送致資料を調査して非行事実の蓋然性
を認めた時に初めて家裁調査官に対して調査命令を
発するという手続によっています。こういう形で司
法的抑制をかけているわけです。
　検察官が犯罪事実があると実質的に認めて処遇選
別のための要保護性の調査を委託するという手続は
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司法的抑制を欠くことになります。裁判所の有罪の
認定、少なくともその蓋然性の認定の前に要保護性
の調査と処遇選別を行うというのは無罪推定の原則
にも抵触するものと思われます。
　さらに要保護性についての科学的調査を行うこと
になると、勾留されている被疑者の場合、心身鑑別
の期間も含めて、身体拘束が相当長期化することに
なります。
　もう一つは検察官の基本的な立場から見ての疑問
です。検察官が犯罪事実の実質的な ｢認定｣ をして
それを基礎に処遇選別の役割を担うというのは、検
察官の準司法官的役割を承認することに他なりませ
ん。いわば旧法時代への逆戻りです。現行法の当事
者主義の基本構造や当事者としての捜査官・訴追官
たる検察官という基本的立場と相容れません。私
は、本来、処遇の決定というのは、教育的処遇の必
要性と自由という人権の制約との均衡点を決める判
断だと思います。正に司法機関たる裁判所が担うべ
き役割でないかと考えます。

非行に走る１８、１９歳の実像
【斎藤】　話を原点に戻しますが、そもそも非行に走
る１８、１9歳の少年の実像はどういうものかをお聞き
します。杉浦さん、付添人として少年と接している
立場からどうですか。

【杉浦】　大きく分けて二つのタイプがあるかと思い
ます。一つは、全く今まで非行した事がなくて走っ
てしまう子ども。ひと口で言えば抵抗力がないとい
う感じです。現実とバーチャルの区別がついていな
い。軽微な犯罪だとして１８、１9歳で手当てをしない
で見逃されてしまうことになれば、非常に大きな問
題を起こしかねないタイプ。本人は悪気があるとい
うよりも、よく分かっていない。
　もう一つは、何度も繰り返して、今までもやって
いたけど１８、１9歳になってもまだ繰り返すタイプ。
この歳になって少年院で教官に接してもらって気が
付いた、あるいは試験観察でちゃんと励まされて立
ち直るのに気が付いたとか、自分の中に非常に葛藤
があってこのままではいけないと思い続けて、１８、
１9歳の段階でかけてもらった保護的な対応というの
が彼らを立ち直らせたというケースをいくつも見て
います。

【斎藤】　家裁裁判官としての経験からどうでしょ
う。

【横山】　審判で思うことは自己肯定感とか自己有用
感が凄く低い子たちが多いことです。１８、１9歳になっ
ても自己肯定感が持て
ず、犯罪に手を出してし
まうのですが、鑑別所で
の生活、審判での裁判官
との関わり、あるいは在
宅試験観察の中で様々な
気付きを得て成長してい
るところが見えます。そ
の意味で可塑性には富ん
でいると思います。懇切
丁寧な審判を通し、ある

いは少年院に送った子どもとは手紙のやり取り、 １
年に ２ 回ぐらい面会（動向視察）をする関わりの中
で、色々な気付きを得て変わってきているというこ
とがあります。そのチャンスを１８、１9歳の子どもは
生かすことができると思います。
　刑事裁判官をやっていた時、若年成人２0、２１、２２
歳位になってくるとなかなか可塑性がなくなりつつ
あると感じることもあって、その点１８、１9歳という
のは柔らかいというか働きかける最後のチャンスで
はないかと思います。

【八田】　統計的なことをお話します。２0１４年です
が、少年院に入った者２, ８７２名中１８、１9歳が４２％を
占めています。保護者の状況は実父母がいるのは
3２．８％、母と一緒が39．４％、父とが１１．１％、義理の
父、母と一緒が9．４％です。家庭環境は、実父母の
割合が年々低くなって、良い状況ではありません。
　学歴をみますと、中学と高校中退で合わせて
６3．５％、現在大学進学率は５0％を超えていますか
ら、少年院に入るまでに非常にしんどい生活を送っ
ていることがわかります。本人のせいだけではなく
て、家庭や学校の環境自体が厳しいのだと思いま
す。

いま、非行防止、再犯防止に求められていること
【斎藤】　非行少年の成長を支援し再犯を防止するた
めに、少年と向き合っている現場から必要だと思う
ことをお話しください。

【杉浦】　学校教育の現場について言えば、矯正施設
で行っている子どもに対する接し方（子ども一人一
人を見る、それぞれの個性を伸ばす、自己肯定感を
持たせること）を実践してもらえないかという気が
します。また、経済的な格差が子どもの世界にも反
映してきていて、さらに加えて不平等でも当たり
前、自己責任だという風潮が社会に広まる中で大人
の姿勢が子どもの姿勢に反映されて子どもの中でい
じめがあって自己肯定感が持てなくて脱落していっ
て、自分で何とか見つめ直そうとすると非行に走る
しかないという悪循環が子どもの世界におこってい
る気がします。
　少年法とか刑事法制の分野では、２000年以降ずっ
と子どもの支援育成という観点からは少しずつ外れ
る少年法「改正」が続いているように思います。こ
の法「改正」の動き自体についてはどこかで歯止め
をかけるべきだし、歯止めをかけるとしたら実証的
事実に基づいて行われるべきです。何よりも少年犯
罪と少年法の手続に関する正確な事実をたくさんの
人に知ってもらわなければと思います。

【横山】　少年成長支援と再犯防止という事からする
と大人がしっかり子どもに関わっていく社会を作っ
ていかなければいけません。排除の論理では全く逆
の方向に行ってしまうのではないでしょうか。やり
直しのきく社会を作っていく事からスタートしない
と駄目です。子どもたちの自己肯定感や自己有用感
が低く、非行をしてしまう背景には、虐待、貧困な
どの社会のひずみがあると思うので、福祉との連携
を考えていくべきだと思います。検察が関わって起
訴猶予にした後に福祉に繋ぐような運用も出てきて
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います。また、少年院に行った子どもたちが少年院
から出て来た後の就労支援の問題も大きいと思いま
す。仕事をする、続けられるという事は自己肯定
感、自己有用感を高めるので、そういう関わりを
もっと拡大していくことが大事だと思います。

【葛野】　福祉については特に貧困と格差が広がる中
では大変重要なことだと思うのですが、本来は家裁
が担うべき役割で、家裁がケースワークの中で福祉
との連携を強めて福祉に繋いでいく、あるいは家裁
の決定に基づく少年の処遇の中で福祉と連携すると
いうことだと思います。裁判所に送る前に検察官が
先取りしてやるという方向がいいかには、透明性と
公正さという点から疑問を持ちます。

【横山】　そこは問題があると思います。ただ、司法
の働きの中で福祉に繋げていかなくてはいけないと
いう発想は評価すべきだと思います。

【葛野】　少年法というのは柔軟な構造を持っている
わけです。家裁の調査、審判の過程の中で一人一人
のニーズに合わせたケースワークができる。そのな
かで、福祉を必要としている少年であれば積極的に
福祉と繋いでいくといいと思います。

【横山】　背景事情にどれだけ迫れるかという事だと
思います。刑事手続に乗せてしまうとその子どもの
持っている背景事情に迫っていけない、何がしんど
かったのかわからない。そこに迫れるのが家庭裁判
所と保護処分の関係各機関だと思います。今の少年
法手続の中に福祉の視点をさらに入れて少年法を鍛
えていくことが大事だと思います。

【斎藤】　家庭裁判所の社会的性格というのは創設当
初から言われていて、社会的な繋がりを強めていく
のが家庭裁判所の特色でもあったわけですからね。

【横山】　その意味からいくと裁判官時代は試験観察
をかなりやりました。その中で気付きを与え、福祉
に繋げることも考えました。このような時代だから
こそ、もう一度少年法の原点に戻って、少年法の
持っている良さを磨いていく、やり直しのきく社会
を構築する視点が大事だと思います。

【八田】　川崎事件で気になったのですが、今の風潮

は主犯格の少年が悪くて責任は彼にあるというもの
です。確かにそうだと思うのですが、実は主犯格の
少年も生い立ちはひどくて、事件までに加害者にな
るか被害者になるか分からない状況でした。本来、
ああいう事件が起こる遥か前から社会的な対応がと
られなければいけない。地域というか、学校という
か、非行防止の役割を担うことがたくさんあるので
はないでしょうか。そうすれば被害者にも加害者に
もならずにすみます。そういうことを理解してもら
えれば社会の雰囲気も変わってくると思うのです。
地域が関わっていくことは少年法以前の問題として
必要だと考えています。また、再犯の問題ですが、
少年院で勤務していて心に深い傷を受けた少年は立
ち直るのが厳しいと思います。例えば永山則夫もそ
うですね。彼は就職と離職を何度も繰り返して、追
い詰められていきます。虐待等で深い傷を負った少
年が親を殺したいというのは稀な話ではありませ
ん。矯正施設も一つだけでは無理で、複数重ねて成
長していく。子どもは大体つまずきながら成長して
いくものです。大きなつまずきをしないように見守
るシステムがあればいいと思います。

【葛野】　少年司法は正当に評価されるべきだと思い
ます。たとえば年齢別の検挙率ですが、何年生まれ
の人でも１５、 ６ 歳でピークになって年齢が進むにつ
れて劇的に減少していくのです。要するに１５、 ６ 歳
で非行を経験した少年が１８、１9歳になる、あるいは
成人になると、もう非行・犯罪から離れていく。そ
ういう一貫した傾向がある。国際比較から見ると日
本の成人犯罪というのは顕著に少ないのです。仮に
１８、１9歳を成人にして教育的な処分を受けて立ち直
るチャンスを奪うことになると、刑事政策的に見て
も成人犯罪の増加、犯罪から離れることのできない
成人の増加というマイナス効果が生じて、日本の社
会を危険で不安定なものにすると思います。

【斎藤】　貴重なお話をたくさんいただき、ありがと
うございました。
 （平成２８年 １ 月 ８ 日　於霞が関弁護士会館）
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平成２８年 １ 月２１日（木）午後 ６ 時から、東京のホテルルポール麹町 ２ 階「ロイヤルクリ
スタルの間」において、日本弁護士政治連盟の新年祝賀会が開催され、衆参両院から、ご
本人・代理をあわせて１３5名の国会議員にご出席いただいた。

山岸 憲司 弁政連理事長 と 伊藤 茂昭 日本弁護士連合会副会長 の挨拶に引き続いて、
盛山 正仁 法務副大臣（自由民主党）から、法の支配と適正手続の保障という価値観を弁
護士会と共有して課題に取り組んでいかれる旨のご挨拶をいただき、梶谷 剛 弁政連顧問
の発声による乾杯をもって開宴した。ご出席の 公明党 國重 徹 法務部会長（衆議院法務
委員会理事）、民主党 江田 五月 最高顧問（元参議院議長）、日本共産党 仁比 聡平 参議院
国対副委員長（参議院議院運営委員会理事）ほか、多数の国会議員から順次ご挨拶をいた
だき、盛会のうちに終了した。 （編集長　小川 晃司）

盛山 正仁 法務副大臣（自由民主党）

江田 五月 元参議院議長（民主党最高顧問）

國重 徹 公明党法務部会長

仁比 聡平 日本共産党参議院国対副委員長

2016年 新年祝賀会

弁政連ニュース_44号.indd   8 2016/03/04   11:40:06



9
benseiren  news　No.44　平成28年(2016年) 4 月

逢
沢　

一
郎

　岡
山
１
区

　自
民

秋
元

　
　司

　比
例
東
京

　自
民

浅
尾
慶
一
郎

　神
奈
川
４
区

　無
所
属

荒
井

　
　聰

　北
海
道
３
区

　民
主

伊
佐

　進
一

　大
阪
６
区

　公
明

石
井

　啓
一

　比
例
北
関
東

　公
明

石
関　

貴
史

　群
馬
２
区

　維
新

石
田　

祝
稔

　比
例
四
国

　公
明

石
田

　真
敏

　和
歌
山
２
区

　自
民

石
原

　宏
高

　東
京
３
区

　自
民

泉

　
　健
太

　京
都
３
区

　民
主

伊
藤
信
太
郎

　宮
城
４
区

　自
民

伊
藤

　達
也

　東
京
２２
区

　自
民

伊
藤

　
　渉

　比
例
東
海

　公
明

稲
津

　
　久

　北
海
道
１０
区

　公
明

井
上

　信
治

　東
京
２５
区

　自
民

井
上　

義
久

　比
例
東
北

　公
明

井
野

　俊
郎

　群
馬
２
区

　自
民

漆
原　

良
夫

　比
例
北
陸
信
越

　公
明

枝
野

　幸
男

　埼
玉
５
区

　民
主

大
串

　博
志

　佐
賀
２
区

　民
主

大
口　

善
德

　比
例
東
海

　公
明

逢
坂　

誠
二

　北
海
道
８
区

　民
主

大
塚　
　

拓

　埼
玉
９
区

　自
民

岡
田

　克
也

　三
重
３
区

　民
主

奥
野

　信
亮

　奈
良
３
区

　自
民

小
沢

　鋭
仁

　比
例
近
畿

　改
革
結
集

小
田
原　

潔

　東
京
２１
区

　自
民

柿
沢　

未
途

　東
京
１５
区

　維
新

上
川

　陽
子

　静
岡
１
区

　自
民

河
井

　克
行

　広
島
３
区

　自
民

木
内

　孝
胤

　東
京
９
区

　維
新

城
内

　
　実

　静
岡
７
区

　自
民

菊
田
真
紀
子

　新
潟
4
区

　民
主

岸
田

　文
雄

　広
島
１
区

　自
民

岸
本　

周
平

　和
歌
山
１
区

　民
主

北
側　

一
雄

　大
阪
１６
区

　公
明

木
原　
　

稔

　熊
本
１
区

　自
民

國
重　
　

徹

　大
阪
５
区

　公
明

小
池
百
合
子

　東
京
１０
区

　自
民

輿
水

　恵
一

　比
例
北
関
東

　公
明

後
藤

　茂
之

　長
野
４
区

　自
民

後
藤
田
正
純

　徳
島
１
区

　自
民

小
林

　鷹
之

　千
葉
２
区

　自
民

近
藤　

昭
一

　愛
知
３
区

　民
主

今
野　

智
博

　埼
玉
１１
区

　自
民

斉
藤

　鉄
夫

　比
例
中
国

　公
明

佐
々
木
隆
博

　北
海
道
６
区

　民
主

左
藤　
　

章

　大
阪
２
区

　自
民

佐
藤　

英
道

　比
例
北
海
道

　公
明

塩
崎

　恭
久

　愛
媛
１
区

　自
民

塩
谷

　
　立

　静
岡
８
区

　自
民

階

　
　
　猛

　岩
手
１
区

　民
主

柴
山

　昌
彦

　埼
玉
８
区

　自
民

清
水　

忠
史

　比
例
近
畿

　共
産

下
村

　博
文

　東
京
１１
区

　自
民

菅
原

　一
秀

　東
京
９
区

　自
民

鈴
木　

貴
子

　北
海
道
７
区

　民
主

鈴
木

　隼
人

　比
例
東
京

　自
民

高
市

　早
苗

　奈
良
２
区

　自
民

高
木
美
智
代

　比
例
東
京

　公
明

田
嶋

　
　要

　千
葉
１
区

　民
主

田
所

　嘉
德

　茨
城
１
区

　自
民

田
中

　和
德

　神
奈
川
１０
区

　自
民

棚
橋

　泰
文

　岐
阜
２
区

　自
民

玉
木
雄
一
郎

　香
川
２
区

　民
主

津
島　
　

淳

　青
森
１
区

　自
民

辻
元　

清
美

　大
阪
１０
区

　民
主

津
村　

啓
介

　岡
山
２
区

　民
主

寺
田　
　

稔

　広
島
５
区

　自
民

冨
岡　
　

勉

　長
崎
１
区

　自
民

富
田　

茂
之

　比
例
南
関
東

　公
明

中
川　

正
春

　三
重
２
区

　民
主

長
島

　忠
美

　新
潟
５
区

　自
民

中
野

　洋
昌

　兵
庫
８
区

　公
明

中
山　

泰
秀

　大
阪
４
区

　自
民

西
村

　明
宏

　宮
城
３
区

　自
民

西
村
智
奈
美

　新
潟
１
区

　民
主

畑
野

　君
枝

　比
例
南
関
東

　共
産

初
鹿　

明
博

　東
京
１６
区

　維
新

鳩
山

　邦
夫

　福
岡
６
区

　自
民

葉
梨　

康
弘

　茨
城
３
区

　自
民

濵
地　

雅
一

　比
例
九
州

　公
明

原
田　

義
昭

　福
岡
５
区

　自
民

伴
野

　
　豊

　愛
知
８
区

　民
主

平
沢

　勝
栄

　東
京
１７
区

　自
民

平
野

　博
文

　大
阪
１１
区

　民
主

福
島

　伸
享

　茨
城
１
区

　民
主

藤
原　
　

崇

　岩
手
４
区

　自
民

古
川　

元
久

　愛
知
２
区

　民
主

古
田

　圭
一

　比
例
中
国

　自
民

前
原

　誠
司

　京
都
２
区

　民
主

牧
原

　秀
樹

　埼
玉
５
区

　自
民

松
浪

　健
太

　大
阪
１０
区

　お
お
さ
か
維
新

松
野

　頼
久

　熊
本
１
区

　維
新

三
ツ
矢
憲
生

　三
重
５
区

　自
民

三
原

　朝
彦

　福
岡
９
区

　自
民

宮
崎

　謙
介

　京
都
３
区

　自
民

宮
澤

　博
行

　静
岡
３
区

　自
民

宮
路

　拓
馬

　鹿
児
島
３
区

　自
民

務
台　

俊
介

　長
野
２
区

　自
民

茂
木

　敏
充

　栃
木
５
区

　自
民

森　
　

英
介

　千
葉
１１
区

　自
民

盛
山　

正
仁

　兵
庫
１
区

　自
民

保
岡　

興
治

　鹿
児
島
１
区

　自
民

山
下　

貴
司

　岡
山
２
区

　自
民

山
本

　有
二

　高
知
２
区

　自
民

若
狭　
　

勝

　比
例
東
京

　自
民

若
宮　

健
嗣

　東
京
５
区

　自
民

鷲
尾
英
一
郎

　新
潟
２
区

　民
主

渡
辺　
　

周

　静
岡
６
区

　民
主

猪
口　

邦
子

　千

　
　葉

　自
民

岩
城

　光
英

　福

　
　島

　自
民

江
田　

五
月

　岡

　
　山

　民
主

大
塚

　耕
平

　愛

　
　知

　民
主

小
川　

勝
也

　北 

海 

道

　民
主

金
子

　洋
一

　神 

奈 

川

　民
主

川
田　

龍
平

　比

　
　例

　維
新

小
坂

　憲
次

　比

　
　例

　自
民

櫻
井

　
　充

　宮

　
　城

　民
主

佐
々
木
さ
や
か

　神 

奈 

川

　公
明

田
中

　
　茂

　比

　
　例

　無
所
属

鶴
保

　庸
介

　和 

歌 

山

　自
民

仁
比　

聡
平

　比

　
　例

　共
産

野
田　

国
義

　福

　
　岡

　民
主

福
山　

哲
郎

　京

　
　都

　民
主

古
川　

俊
治

　埼

　
　玉

　自
民

前
川

　清
成

　奈

　
　良

　民
主

増
子

　輝
彦

　福

　
　島

　民
主

真
山　

勇
一

　比

　
　例

　維
新

水
岡

　俊
一

　兵

　
　庫

　民
主

三
宅　

伸
吾

　香

　
　川

　自
民

柳
本

　卓
治

　大

　
　阪

　自
民

山
口
那
津
男

　東

　
　京

　公
明

山
本

　一
太

　群

　
　馬

　自
民

長
橋　

桂
一

　公
明
党
幹
事
長

大
山
と
も
子

　日
本
共
産
党
議
員
団
幹
事
長

尾
崎

　大
介

　民
主
党
幹
事
長

野
上
ゆ
き
え

　維
新
の
党
幹
事
長

西
崎　

光
子

　生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
幹
事
長

（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

衆
議
院
議
員

東
京
都
議
会
議
員

門

　
　博
文

　和
歌
山
１
区（
自
民
党
）

門
山

　宏
哲

　千
葉
１
区（
自
民
党
）

川
端

　達
夫

　滋
賀
１
区（
副
議
長
）

小
宮
山
泰
子

　埼
玉
７
区（
民
主
党
）

鈴
木

　克
昌

　愛
知
１4
区
（
民
主
党
）

＝
以
上
い
ず
れ
も
衆
議
院
議
員
＝

濱
田

　剛
史

　高
槻
市
長

�

（
五
十
音
順
・
敬
称
略
）

祝
電
・
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
い
た
だ
い
た 

国
会
議
員
・
弁
護
士
首
長

参
議
院
議
員

出
席
議
員
（
本
人
出
席
太
字
）
選
挙
区
・
所
属
政
党

=

一
月
二
十
一
日

　新
年
祝
賀
会=

政
党
名
・
所
属
は

開
催
日
現
在

弁政連ニュース_44号.indd   9 2016/04/04   10:37:07



10
benseiren  news　No.44　平成28年(2016年) 4 月

平成２８年 3 月 ４ 日、ザ・グランユアーズフクイ茜の間において、福井県支部の設立総会を執り行いました。
設立発起人代表となった北川恒久本部理事の挨拶、山岸憲司本部理事長のご挨拶の後、設立趣意書、県支部規

約、役員等人事及び活動方針が審議承認されました。ここに、寺田直樹支部長以下、総勢3５名の会員による福井県
支部が誕生いたしました。なお、この3５名という会員数は、福井弁護士会会員の 3 人に １ 人が加入したことを示し
ます。

引き続き、同会場の天山の間において、設立披露パーティーを開催いたしました。このパーティーには、国会・
議会会期中であるにもかかわらず、本県選出である 山崎正昭参議院議長、西川一誠県知事、仲倉典克県議会議長 
をはじめ、国会議員秘書、自治体首長及び国政政党県内支部代表者など、多くのご来賓の皆様にご臨席を賜ること
ができました。

特に山崎参議院議長か
らは、現行法令と現実の
社会情勢や問題事象との
齟齬・乖離を正すために
弁政連は必要であり、県
支部の設立は大変ありが
たいことであるとの大い
なる期待のお言葉をいた
だきました。

寺田支部長が挨拶した
とおり、課題によって、
政治にお願いをすること
があれば、あるいは物を
申す立場となることもあ
るからこそ、政治から信
頼される弁政連福井県支
部になれるよう、地道な
活動を行ってまいりたい
と思います。

福井県支部設立総会
設立、そして信頼される福井県支部へ！

 福井県支部事務局長 後藤 正邦

全国支部懇談会を開催
平成２8年 １ 月２１日、東京のホテルルポール麹町「マーブルの間」にて、全国から２３支部の代表、および山岸理
事長を含め本部役員が出席して、弁政連全国支部懇談会が開催された。本部活動報告のほか、各支部の活動が報
告された。特に弁政連
若手会員の拡大方法や
会費問題、勉強会や地
元における弁護士とし
ての行政活動に対する
関与の拡大などの具体
的取り組み、また各地
元における国会議員や
自治体首長、地方議会
議員へのアプローチや
意見交換の態様、具体
的な関与方針やリーガ
ルサービスの提供、現
状の課題等について、
率直な意見交換がなさ
れた。
�（編集長　小川晃司）
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平成28年度 日本弁護士連合会副会長
氏名（所属会）／主な担当事項／抱負

小
林

　元
治
（
東
京
弁
護
士
会
）

法
曹
養
成
／
民
事
司
法

改
革
／
子
ど
も
の
権
利

弁
政
連
の
活
動
経
験

を
活
か
し
て
、
日
弁

連
の
政
策
実
現
に
努

め
ま
す
。

小
田

　修
司
（
第
一
東
京
弁
護
士
会
）

権
利
保
護
保
険
／
司
法

制
度
調
査
会
／
税
制

日
弁
連
が
抱
え
る
問

題
の
解
決
に
は
弁
政

連
と
の
連
携
が
重
要

と
考
え
ま
す
。

早
稲
田
祐
美
子
（
第
二
東
京
弁
護
士
会
）

職
務
適
正
化
／
研
修
／
法
科

大
学
院
／
知
的
財
産
セ
ン
タ
ー

法
の
支
配
の
実
現
の

た
め
に
弁
政
連
と
連

携
し
て
取
り
組
み
ま

す
。

木
村

　保
夫
（
神
奈
川
県
弁
護
士
会
）

家
事
法
制
／
国
選
弁

護
／
死
刑
廃
止
検
討

国
選
弁
護
の
拡
大
や

地
域
司
法
計
画
の
推

進
に
弁
政
連
の
力
が

不
可
欠
で
す
。

橋
本
賢
二
郎
（
栃
木
県
弁
護
士
会
）

弁
護
士
業
務
改
革
／

中
小
企
業
法
律
支
援

弁
政
連
と
緊
密
に
連

携
し
、
業
務
拡
大
を

実
現
し
て
い
き
た
い

と
考
え
ま
す
。

山
口

　健
一
（
大
阪
弁
護
士
会
）

刑
事
弁
護
セ
ン
タ
ー
／

情
報
問
題
／
憲
法
問
題

日
弁
連
の
政
策
実
現

の
た
め
、
弁
政
連
の

力
が
不
可
欠
で
す
。

期
待
し
て
い
ま
す
。

幸
寺

　
　覚
（
兵
庫
県
弁
護
士
会
）

国
際
業
務
推
進
セ
ン
タ
ー

／
外
国
弁
護
士
／
法
教
育

弁
政
連
の
御
協
力
を

得
て
、
諸
課
題
の
解

決
の
た
め
、
全
力
で

頑
張
り
ま
す
。

石
原

　真
二
（
愛
知
県
弁
護
士
会
）

広
報
／
若
手
弁
護
士

サ
ポ
ー
ト
／
国
際
人
権

日
弁
連
の
政
策
実
現

の
た
め
に
は
、
弁
政

連
と
の
連
携
は
不
可

欠
で
す
。

水
中

　誠
三
（
広
島
弁
護
士
会
）

自
治
体
連
携
推
進
／

高
齢
者
・
障
害
者
支
援

日
弁
連
の
諸
課
題
解

決
の
た
め
に
は
弁
政

連
と
の
密
接
な
連
携

が
必
要
で
す
。

斉
藤

　芳
朗
（
福
岡
県
弁
護
士
会
）

総
合
法
律
支
援
／
独
禁

法
改
正
問
題
／
倒
産
法

弁
政
連
と
と
も
に
社

会
の
隅
々
ま
で
リ
ー

ガ
ル
サ
ー
ビ
ス
を
提

供
し
ま
す
。

岩
淵

　健
彦
（
仙
台
弁
護
士
会
）

人
権
擁
護
／
消
費
者

／
災
害
復
興
支
援

弁
政
連
と
緊
密
に
連

携
し
、
諸
課
題
の
解

決
に
全
力
で
取
り
組

み
ま
す
。

中
村

　
　隆
（
札
幌
弁
護
士
会
）

地
域
司
法
計
画
／
男
女

共
同
参
画
／
行
政
訴
訟

弁
政
連
は
日
弁
連
諸

課
題
実
現
の
大
動

脈
。
一
層
の
連
携
を

お
願
い
し
ま
す
。

矢
野

　真
之
（
愛
媛
弁
護
士
会
）

刑
事
法
制
／
公
害
対

策
・
環
境
保
全

弁
政
連
と
連
携
し
て

日
弁
連
の
目
指
す
施

策
の
実
現
に
取
り
組

み
ま
す
。
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支部活動ヘッドライン
日　付 支　部 活　動　内　容

平成２８年 ２ 月 ６ 日 宮崎県
武井俊輔衆議院議員（自民党）、宮崎県弁護士会会長と支部長らが、法曹人口問題や司法修習生に対する給費の実
現に関する問題等について意見交換。国会議員の立場から見た率直な意見を聞くことができ、今後の弁政連の活動を
行うについて、大変参考になった。今後の計画としては、若手弁護士を中心とした弁護士と、宮崎選出の国会議員との
意見交換会を実施したい。

平成２８年 ２ 月１9日 岐阜県 渡辺猛之参議院議員（自民党）と法曹人口問題・司法修習生の給費制問題で懇談会・懇親会

「新生」福岡県支部誕生の集い
福岡県支部事務局長　上田 英友

弁政連九州支部から福岡県支部に
名称変更したことを記念し、平成２8
年 １ 月１7日、福岡市の西鉄グランド
ホテルにて、福岡県出身の国会議員
２１名（秘書代理出席を含む）をお招
きし、「新生」福岡県支部誕生の集
いを開催しました。当支部からは、
司法修習生への経済的支援と裁判所
支部の充実について活動報告を行
い、お招きした国会議員全員からス
ピーチをいただきました。

「利用者本位の司法」を目標に掲げる日弁連新執行部と弁政連の連携強化に努めます。（さいとう）
世間は華やかな花見シーズンも一段落のころですが、私は花粉の時期が過ぎ去るまでは憂鬱です。（おがわ）
3月で二弁副会長の任期は終了しましたが、弁政連広報委員の職は続投のようです。今後ともよろしくお願いします。（なぎら）

少年法の成人年齢については、様々な角度からの検討が必要と感じます。（いとう）

編集後記

本部人事（）内は前任者

定期総会・懇談会のご案内
　日本弁護士政治連盟定期総会及び会員懇親会
を下記のとおり開催しますので、ご案内します。

記
　定 期 総 会
　 １　日時　平成28年 5 月１１日（水）
　　　　　　午後 4時30分
　 2　場所　弁護士会館 2階　講堂「クレオ」
　 3　議題　（ １ )�平成27度活動報告の件
　　　　　　（ 2 )平成27年度決算報告の件
　　　　　　（ 3 )平成28年度事業活動方針に関する件
　　　　　　（ 4 )平成28年度予算に関する件
　　　　　　（ 5 )支部活動報告の件
　　　　　　（ 6 )本部活動報告の件　
　会員懇親会（会費制）
　 １　日時　平成28年 5 月１１日（水）午後 6時から
　 2　会場　弁護士会館 2階　講堂「クレオ」

本部幹事長が交代

市毛�由美子
第二東京弁護士会
平成2１年度　二弁副会長
平成22年～平成24年　日弁連事務次長
平成26年度　日弁連常務理事
平成27年度　日弁連編集委員会委員長
弁政連本部常務理事

　本年 ４ 月 １ 日より、幹事長に就任いたしました。山岸理事長のもと、
これまでの経験を踏まえて、日弁連や弁護士会が掲げる諸課題・諸政策
の実現のため、弁護士・弁護士会と政治との「架け橋」となるべく努力
したいと存じます。何卒、ご指導ご鞭撻を賜りますようお願いいたします。

　 4月 １日、大貫�裕仁�幹事長に代わり、市毛�由美子�常務理事が
幹事長に就任した。

平成28年 3 月3１日付（辞任）
副理事長　久保田�嘉信　中本�和洋

4月 １日付
副理事長　田中�寛　　（市丸�信敏）
常務理事　伊藤�茂昭　（小林�元治）
同　　　　岡�正晶　　（比佐�守男）

常務理事　三宅�弘　　（出井�直樹）
同　　　　今川 忠　 （竹岡�富美男）
理　　事　佐藤 豊　 （久保田�嘉信）
同　　　　島田 広　　（北川�恒久）
同　　　　寺田 直樹  （新任）　　  �
同　　　　大迫 唯志��（水中�誠三）
幹 事 長 ��市毛�由美子（大貫�裕仁）

支部人事（）内は前任者

福井県支部（新設）�平成28年 3 月 4 日付
支 部 長　寺田�直樹
副支部長　黛�千恵子　　島田�広
監　　事　川村�一司　　村上�昌寛
事務局長　後藤�正邦

長野県支部� 4 月 １ 日付
支 部 長　佐藤�豊（久保田�嘉信）
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